
令和７年度第 1回中央区地域支えあいづくり協議体次第 

  

 

     日 時 令和７年７月１７日（木）午後 1時 30分 

会 場 中央区社会福祉協議会３階会議室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 新任委員紹介 

 

 

４ 各委員より報告  

 

 

５ 議  題 

（１）高齢者施策推進室より報告 

 

 

（２）生活支援コーディネーターによる取組みについて 

 

 

（３）「支えあいのまちづくり協議体(第２層協議体)」実施報告 

 

 

（４）意見交換 

テーマ： 地域とのつながりが希薄な高齢者に向けたつながり作りの取り組みにつ 

いて 

 

 

６ その他 

   

 

７ 閉  会 



中央区地域支えあいづくり協議体運営要綱  

 

平成２９年６月１日 

２ ９ 中 福 高 第 ９ ９ ９ 号 

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、
中央区生活支援体制整備事業実施要綱 (平成２９年４月１日２８中福高第３９

３６号)第３条に規定する中央区地域支えあいづくり協議体（以下「協議体」と
いう。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項）  

第２条 協議体の所掌事項は、次のとおりとする。  

 (1) 高齢者からの支援に関するニーズ及び生活支援・介護予防サービスを行う
団体等地域資源に係る情報の共有 

 (2) 前号の情報の集約化による地域課題及び実態の把握 

 (3) 既存の生活支援・介護予防サービス、通いの場等の活用  
 (4) 開発が必要な生活支援・介護予防サービスの議論 

 (5) おとしより相談センター等関係団体との連携 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項  
 （組織） 

第３条  協議体は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する２０人
以内の委員をもって組織する。  

 (1) 学識経験を有する者  
 (2) 民生・児童委員 

 (3) おとしより相談センター等関係団体に従事する者 
 (4) 生活支援コーディネーター及び地域福祉コーディネーター  

 (5) 社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員  

 (6) 中央区職員  
 (7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者  

 （任期）  

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

２ 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。  

 （会長等及びその職務）  

第５条 協議体に、会長及び副会長を置く。  

２ 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。  

３ 会長は、協議体を代表し、会務を総理する。  
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

 （招集） 

第６条 協議体は、会長が招集する。 

 （定足数及び表決） 

第７条 協議体は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

２ 協議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

 （関係者等の出席） 

第８条 協議体は、必要があると認めるときは、専門的事項について学識経験を

有する者その他関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 
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 （会議の公開） 

第９条 協議体の会議は、公開とする。ただし、会長が適当でないと認めるとき

は、この限りでない。 

 （庶務）  

第１０条 協議体の会議の庶務は、高齢者福祉課及び社会福祉法人中央区社会福
祉協議会において分担し、処理する。 

２ 高齢者福祉課の業務は次に掲げるものする。  
 (1) 協議体の設置に関すること。  

 (2) 委員の選定及び就任依頼に関すること。  
３ 社会福祉法人中央区社会福祉協議会の業務は次に掲げるものとする。 
 (1) 協議体の運営に関すること。  

 (2) 謝礼の支払いに関すること。  
 (3) 前２号に掲げるもののほか、協議体に関する業務 

 （委任）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、会
長が定める。  

   附 則  

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。  

 



令和７年４月１日現在

11

12

13

14

15

16

17

18

19

地域見守り活動とは、見守りを希望

する高齢者に対し、地域のボランティア

（あんしん協力員）が戸別訪問や街中での

声かけ等による見守りを行い、高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられるよう支援する活動です。

現在、町会や自治会、マンション単位等で１９団体が見守

り活動を実施しています。（一覧は裏面をご覧ください。）

見守り対象者１人当たり年間最大３，０００円の補助のほ

か、あんしん協力員には区でボランティア保険に加入します

ので、安心して活動していただくことができます。

見守りキャラクター

マモちゃん

★ 詳しくは、中央区高齢者福祉課高齢者福祉係

（電話 3546-5354）までお問い合わせください。



令和７年４月１日現在

実施団体名 開始時期 実施団体名 開始時期

1
東日本橋三丁目橘町
あんしん協力員会

平成２０年６月 11
ニューライフ日本橋

管理組合
あんしん協力員会

平成２９年４月

2
晴海ビュータワー

さくら会
あんしん協力員会

平成２１年１０月 12
ソフトタウン晴海
あんしん協力員会

平成２９年５月

3
箱崎町箱四町会
あんしん協力員会

平成２２年４月 13
築地七丁目町会
あんしん協力員会

平成２９年８月

4
ハイツ日本橋中洲
あんしん協力員会

平成２２年８月 14
晴海自治会

あんしん協力員会
平成３０年４月

5
佃リバーシティ
いきいきクラブ
あんしん協力員会

平成２２年９月 15
浜町グランドハイツ
あんしん協力員会

平成３０年７月

6
アーバンタワー
自治会

あんしん協力員会
平成２３年８月 16

コーシャタワー佃
あんしん協力員会

平成３１年１月

7
浜町三丁目東部町会
あんしん協力員会

平成２６年５月 17
日本橋七の部
あんしん協力員会

令和元年９月

8
ザトウキョウ
タワーズ音和会
あんしん協力員会

平成２６年８月 18
晴海スカイリンク
タワー自治会

あんしん協力員会
令和２年１２月

9
クレストクラブ

あんしん協力員会
平成２７年１０月 19

勝どき二丁目
アパート自治会
あんしん協力員会

令和４年９月

10
シャンボール第二築地
あんしん協力員会

平成２８年３月

地域見守り活動実施団体一覧



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布先（避難支援等関係者） 

・防災区民組織（町会・自治会） 
・民生・児童委員 
・区内警察署・消防署 
・介護サービス事業者 
・区と協定を締結したマンション管理組合 

災害時地域たすけあい名簿とは… 
災害時に自力で避難することが困難で特に支援を必要
とする方＝避難行動要支援者の方で、地域の方へ自身
の情報提供を希望した方（地域での支援を希望した
方）の情報をまとめたものです。 

災害時地域たすけあい名簿のご案内 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各お問合せ先 

＜災害時地域たすけあい名簿について＞ 

中央区役所高齢者福祉課高齢者福祉係 

 ☎３５４６－５３５３ 

＜今回の訓練について＞ 

〇○○〇防災区民組織 

氏  名：〇○○（代表者）        

    連絡先☎：０００－００００－００００   

 

安 否 確 認 訓 練 

災害時地域たすけあい名簿を活用した 

○○○防災区民組織は、災害時地域たすけあい名簿を活用した安否確認訓練を実
施します。こちらは、災害が発生した際に防災区民組織が行う高齢の方などご自
身で避難が困難な方などの安否を確認するための訓練になります。当日のご協力
をお願いいたします。 

訓練日時 令和 年 月 日( )  

 
〇 こちらの案内は災害時地域たすけあい名簿に登録された方で訓練日にご自宅に

伺う可能性のある方に配布させていただいています。また、当日の訓練状況によっ
てはご自宅に伺わない場合もございます。ご了承ください。 

〇 当日は、防災区民組織の役員等が２名程度のグループで自宅に伺います。 
〇 当日は、訓練にご協力いただければ幸いです。また、用事等で不在にされる場合

でも連絡等は不要です。 
〇 対面したくない場合は、インターホン越しなどの方法で対応していただいてもか

まいません。 

注意事項 

 
〇 訓練当日防災区民組織の一員がご自宅に伺い、防災対策について質問例のよう

なご質問をさせていただきます。可能な範囲でお答えいただければ幸いです。 
 【質問例】 
  ・水や食料、簡易トイレの備蓄はありますか。 
  ・地震に備え家具類の転倒防止対策をしていますか。 
 

を実施します 

ご協力依頼 午前 時から 時ごろ 



　

住民税非課税の方 住民税課税の方

７２，０００円 ３５，０００円

次の要件に全て該当する方が対象です。

※聴覚障害の身体障害者手帳の所持者は除きます。

中央区では、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認めた方が補聴器を購入

した場合にその費用を助成しています。

２ 助成内容

● 助成限度額

● 助成対象は、管理医療機器と認定された補聴器本体及びその付属品（電池

・イヤモールド）の購入費用です。

３ 注意事項

● 補聴器を購入した際の領収書を紛失してしまうと、助成を受けることが

できなくなります。大切に保管してください。

● 医療機関の受診料や集音器、補聴器の修理・電池交換費用は対象外です。

申請前に購入した補聴器は助成

対象外になります。
※補聴器は区役所に申請書を提出し、助成決定通知書が

届いてから購入してください。

令和７年８月１日から
助成内容が変わります！

中央区HP

１ 助成対象

● 中央区内に在住している６５歳以上の方

● 耳鼻咽喉科の医師が補聴器の使用を必要と認めた方

※オージオメーターによる純音聴力検査結果が必要になります。

● 過去５年間中央区からの補聴器の助成を受けていない方



　

　　　　　　【お問合せ】
　中央区高齢者福祉課高齢者活動支援係
　　　電話:03-3546-5716

助成までの流れ

① 申請書を受け取る

④ 助成決定通知書の送付

⑤ 補聴器の購入

⑥ 請求

⑦ 助成額確定通知書の送付

区ホームページまたは高齢者福祉課窓口で「中央区高齢者補聴器購入費用助成申請書」を

入手してください。（高齢者福祉課にご連絡いただければ郵送でのお渡しも可能です。）

耳鼻咽喉科を受診して純音聴力検査を行い、医師が補聴器の使用を必要と認めた場合は

「中央区高齢者補聴器購入費用助成申請書」への記載を依頼してください。

補聴器を購入し、購入店舗から領収書（宛名は申請者本人）をもらい、必ず保管して

ください。

補聴器を購入した後に、補聴器を購入した際の領収書、請求書、支払金口座振替登録

依頼書を高齢者福祉課へ提出してください。（請求に必要な資料は④助成決定通知書の

送付時に同封します。）

区は資料を審査し、「中央区高齢者補聴器購入費用助成金交付額確定通知書」を申請者

宛てに送付します。通知書が届いてから１ヶ月程度で口座への入金が完了します。

③ 申請書を区に提出する

医師が意見欄に記載した日から３ヶ月以内に「中央区高齢者補聴器購入費用助成申請書」

を高齢者福祉課へ提出してください。（郵送による提出も可能です。）

② 耳鼻咽喉科を受診し、申請書の医師の意見欄に記載してもらう

区は申請書を審査し、「中央区高齢者補聴器購入費用助成決定通知書」を申請者宛てに

送付します。補聴器は必ず助成決定通知書が届いてから購入してください。







 

粋なまち健康プロジェクト「健康状態把握事業」の実施について 

 

１ 概 要 

区では令和６年度から、健康寿命の延伸に向けて、高齢者一人一人の特性

に合わせた新たなフレイル予防対策として、医療・健診・介護データを活用

し、栄養・口腔・身体フレイル及び生活習慣病重症化リスクの高い後期高齢

者に、区の保健師、管理栄養士及び歯科衛生士が個別の健康相談・指導等を

行う「粋なまち健康プロジェクト」を開始しました。 

令和７年度からは新たに「健康状態把握事業」を実施し、区の健診を受け

ていない後期高齢者で、医療や介護のサービスにつながっていない方を把握

し、個別の健康支援につなげていきます。 

 

２ 対象者（すべての条件に当てはまる方） 

令和５年度・６年度において 

・区の健康診査を受けていない方 

・保険診療による受診歴がない方 

・要介護認定を受けていない方 

 

３ スケジュール及び実施内容 

  

 

◎フレイルとは、加齢に伴い体力や気力が落ちて、食欲や外出への意欲が低

下していく状態を言います。フレイルが進行すると、要介護状態になって

いきますが、早めの対策で元の健康な状態に戻すことができます。 

 

 

 

【問合せ先】         

介護保険課高齢者健康支援係 

長谷川・山崎 03-6278-8094 

時期

６月 対象者決定 対象者へ健康チェックアンケートを郵送

アンケート回答者
　必要に応じて健診受診勧奨のほか、ハイリスク者等に区の
保健師・管理栄養士・歯科衛生士から電話等によるアドバイ
スやフレイル予防に関するご案内を送付

アンケート未回答者
　区保健師による電話や自宅訪問を実施し、健康状態を確認

７～11月

実施内容

健康支援
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令和 6 年度 

生活支援コーディネーターによる取り組みについて 

 

 中央区社会福祉協議会ささえあい課には、年齢や対象を問わず困りごとの相談をお受け

する地域福祉コーディネーターと、高齢者の介護予防や孤立防止の支援を行う生活支援コ

ーディネーターが配置されており、一体となって支援を行っています。 

 

１ 個別支援（地域ささえあい課 支援回数・上位 10 ケース）  
 

 主な相談内容 支援回数 

１ 精神障害・独居・経済困窮・住宅問題・金銭管理 663 

２ 精神障害・独居・社会参加 155 

３ 精神障害・独居・生活環境改善 143 

４ 高齢者・独居・金銭管理 139 

５ ひきこもり・福祉制度・社会参加 98 

参考 令和 6 年度          53 ケース 2,116 回 

高齢者を含む世帯 28 ケース 538 回 

 

   ※網掛けは生活支援コーディネーターが支援しているケース 

 

２ 地域支援 

（１）地域活動に対する支援（地域ささえあい課 支援回数・上位 5 ケース） 
 

 主な相談内容 支援回数 

1 みんなの食堂 A 217 

2 高齢者の交流と仲間づくりを目的としたサロン活動 86 

3 みんなの食堂 C 85 

4 子育て世代の交流の場の開催 79 

5 子育て世代の交流の場の開催 78 

参考 令和 6 年度              71 団体 1,951 回 

   対象に高齢者を含む活動 45 団体 1,055 回 

※網掛けは生活支援コーディネーターが支援しているケース 

 

（２）京橋地域における地域支援の取り組み 

① 築地交流スペース「ツキチカ！」の運営（令和 6 年 7 月オープン） 

区役所地下 1 階に「ツキチカ！」を開設し、地域の居場所や多世代交流の場、身

近な地域福祉活動に参加できるようサポートしています。 
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＜令和６年度実績＞ 

活動団体数 8 団体   活動回数 27 回 

（うち、高齢者関係 0） 

 

② おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催 

「ツキチカ！」ではコミュニティカフェの実施と生活の困りごとをお聞きするおとな

りカフェ・ちょこっと相談会を実施しています。「聖路加健康ナビスポット：るかな

び」では場所をお借りし、ちょこっと相談会を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

※令和 6 年 7 月～ツキチカ！の実績を含む 

 

（３） 日本橋地域における地域支援の取り組み 

① 多世代交流スペース「はまるーむ」の運営 

 職員が常駐し、アウトリーチの拠点として運営しています。 

(開所日：毎週月・木・金曜日、第１･３日曜日、第 2・４土曜日)  

 地域の居場所づくりの一環として、福祉に関する講座や多世代交流を目的としたイ

ベントを開催しているほか、住民主体の地域活動をサポートしています。 

 

＜令和 6 年度実績＞ 

活動団体数 10 団体   活動回数 72 回 

（うち、高齢者関係 1 団体  活動回数 23 回） 

 

②おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催 

毎週木曜日と第 1・3 日曜日に、はまるーむでコミュニティカフェと生活の困りご

との相談会を実施しています。このうち月１回は、高年齢者無料職業紹介所「シルバ

ーワーク中央」の職員による高齢者の就業相談日を設けています。 

 

 

 

 

 

 

  開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和５年度 18 24 15 (20) 

令和 6 年度※ 38 161 33 (11) 

  開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和５年度 74 875 59 (39) 

令和 6 年度 71 915 101 (72) 
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（４）月島地域における地域支援の取り組み 

①勝どきデイルームの運営 

勝どき区民館・敬老館に併設された「勝どきデイルーム」を、多世代交流や地域活 

動の場として活用し、住民主体の地域活動をサポートしています。 

＜令和 6 年度実績＞ 

 活動団体数 22 団体   活動回数 195 回 

（うち、高齢者関係 4 団体  活動回数 136 回） 

 

   ②おとなりカフェ・ちょこっと相談会の開催 

    月４回、勝どきデイルームでコミュニティカフェと生活の困りごとの相談会を実

施しています。このうち月 2 回は、高年齢者無料職業紹介所「シルバーワーク中央」

の職員による高齢者の就業相談日を設けています。 

 

 

 

 

 

 

※勝どきデイルーム休室中の 1 月～3 月は別会場で計 5 回実施 

３ 高齢者の ICT 活用に向けた取り組み 
 

① 「スマホちょこっと相談会」等の実施・従事 

多世代交流スペース「はまるーむ」、勝どきデイルームにて「スマホちょこっと相

談会」を、各々月 2 回実施しています。 

＜参加者数＞ 

令和５年度       延 67 名（はまるーむ、勝どき敬老館のみ計上） 

令和 6 年度       延 337 名 

 

その他、いきいき桜川の「スマートフォンちょこっと交流会」、いきいき浜町の「ス 

マホちょこっと体験会」に各々月 2 回従事しています。 

「スマホちょこっと相談会」等には「スマホささえ隊」がボランティアとして活動

しています。 

 

② 「スマホささえ隊」の養成 

高齢者のデジタル格差を解消するため高齢者にスマートフォンの機能や操作を教

えるための地域のボランティア「スマホささえ隊」を養成しました。 

    令和 6 年度末までに 54 名のスマホささえ隊を養成しています。 

 開催回数 来場者数 相談件数 （うち、高齢者関係） 

令和５年度 48 672 67 (49) 

令和 6 年度※ 43 529 91 (8) 
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支えあいのまちづくり協議体（第２層協議体）実施報告 

 

中央区に住む方・働く方ができる支えあいの形について、身近な地域で話し合う「支えあいのまちづく

り協議体（第２層協議体）」を、京橋・日本橋・月島地域で開催しました。 

 

１ 実施日 

  京橋地域  令和 7年 1月 21日（火）、5月 20日（火）、7月 3日（木） 

日本橋地域  令和 7年 3月 4日（火）、5月 20日（火） 

月島地域  令和７年 2月 7日（金）、５月 16日（金） 

 

２ 出席者 

  日頃高齢者と関わる機会の多い地域住民、関係機関、生活支援コーディネーター 

 

３ 内容 

 ・出席者近況報告 

 ・前回の振り返り、地域支えあいづくり協議体（第１層協議体）の報告 

・意見交換 

 

４ 意見交換の要旨 

 

■ 京橋地域                                                                                  

これまでの検討内容：高齢者の課題発見の場として「ゆるっとつながるサロン』を開催。広報紙やサ

ロンについて等、今後の取り組みについて検討。 

 

◇ 1月 21日：広報紙・今後の取り組みについて 

項目 内容 

広報紙につい

て 

コーディネーターより、第７号案（喫茶アラジン取材）を提示し意見交換。 

・喫茶の様子が分かる写真を掲載する 

・掲載内容について焦点を絞る 

→修正し、メンバー合意後、発送 

今後の取り組

みについて 

 

 

 

今後の協議体の取り組みについて検討。 

・買い物支援に関する取り組み、ツキチカ！を利用した取り組み、まずは高齢者の課 

題を把握してから取り組むなどの意見。 

→「高齢者の生活実態調査」から課題を抽出すると共にツキチカ！で直接課題を聞く

機会を設けることで意見が一致。 

 

◇ 5月２0日：今後の取り組みについて 

項目 内容 

課題の抽出 『中央区高齢者の生活実態調査および介護サービス利用状況等調査報告書』より 

課題の抽出 

・全体的に見て、満足している方たちが多いことが分かる。 

資 料  8 
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→協議体で働きかけができるのは「情報を得る」ことではないかとの意見 

ツキチカ！で

の取り組みに

ついて 

情報発信の場や課題をピックアップする場として、ツキチカ！での取り組みを検討 

・セルフレジの方法やスマホを使った買い物等の情報発信 

・協議体メンバーの特技を生かした取り組み 

・高齢者の方たちが活躍できる場 

→年度内の開催を目指す 

 

◇ 7月 3日：2層協議体のイベントについて 

項目 内容 

イベントにつ

いて 

・8月 8日、ツキチカ！にて「ゆるっとつながるサロン～夏祭りでつながる～」とい

うイベントを開催決定 

・当日は社会福祉協議会のおとなりカフェとコラボ予定（100円で飲み放題） 

・おしゃべりコーナー、介護・医療相談コーナー、夏遊びコーナー（けん玉、こま、

お手玉、めんこ、おはじき）、ボッチャなど多数のコーナーを設置し、前回と同様に

相談コーナーで課題発見の機能を残しつつ、子供から高齢者まで気軽に交流できる機

会とする 

イベントの今

後の方針につ

いて 

・2層協議体メンバーですべてを担うのではなく、少しずつ地域の方々に担い手にな

ってもらう（任せきりではなく、2層メンバーも関わりながら） 

・イベントの目的を「高齢者の課題発見」か「つながりを作る場」とするのか、イベ

ント終了後検討予定 

 

■ 日本橋地域                                                            

これまでの検討内容：ひとり暮らし高齢者のつながりづくりに資する「歩いてつながる 浜町エリア

マップ」が完成し、各所で配布。マップを活用したイベントの検討を開始。 

 

◇ 3月 4日：「歩いてつながる 浜町エリアマップ」の改訂とマップ活用イベントについて 

項目 内容 

マップ改訂に

ついて  

 

「歩いてつながる浜町エリアマップ」の改訂。 

・高齢者通いの場の場所変更反映 

・浜町公園への日本橋中学校仮校舎建設に伴うレイアウト変更反映 

・設置/除去されたベンチ等の情報反映→全員合意し、校了。印刷へ移行決定。 

マップ活用イ

ベント 

マップを活用したイベントを検討 

・6～7月頃、はまるーむにて集合型のイベントを実施することを決定 

・共通の話題である「食」をテーマにしたい 

→協力してくれる栄養士等を各メンバーの人脈で探してみることとなった 

・メンバーで関与する団体等での配付の他、スーパーなどでの PRも検討していく 

 

◇ 5月 20日：2層協議体(日本橋)主催イベントについて 

項目 内容 

イベントにつ

いて 

・7月 15日、はまるーむにて「おいしく健康！食べながら学べる簡単レシピ」とい

うイベント開催決定 
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・区内の施設にて勤務する管理栄養士を招き、フレイル予防のための栄養講座と、惣

菜等をアレンジする簡単なレシピを披露してもらい、実食する 

・イベントの中で、「歩いてつながるエリアマップ」を紹介し、近隣のさまざまな資

源を知ってもらう機会とする 

 

■ 月島地域                                                             

これまでの検討内容：孤立しがちな高齢者が ICT 利用を通じてつながれるよう「集まれ！スマサポ

まつり」を実施。街開きした晴海地区のマップづくりを通じて社会資源を把握。 

 

◇ ２月 7日：広報誌「となりぐみ」とまち歩きマップに掲載する晴海地区の社会資源について 

項目 内容 

広報紙「とな

りぐみ」の作

成について 

「となりぐみ３号」の企画内容について意見交換を行った。 

・スマサポまつり報告・場所募集と晴海のおすすめスポット紹介の 2つのテーマを掲

載する 

・おすすめスポット紹介は「晴海図書館」とし、協議体メンバーで高齢者向けの工夫

を含め取材予定 

・新たなメンバーの似顔絵を掲載するため、以前同様「絵画を楽しむ会」に依頼する 

・スマサポまつりと併せて社協公式 LINEのQRコードを掲載する 

晴海地域の社

会資源につい

て 

・区が発行する最新版のウォーキングマップや TOKYO ユニバーサルウォーキング

の冊子を参考に作成 

・地図を細かくしたり字を小さくしすぎず、一目で見て分かりやすいものにする 

・障害物など歩く際に気をつけるポイントや立ち寄れるおすすめスポットを掲載する 

・メインは健脚な高齢者をターゲットにしたウォーキングマップとする 

・来年度を目途に夏頃に作成。発行は秋頃とする 

 

◇ 5月 16日：晴海地区のまち歩きマップと広報誌「となりぐみ」の作成について 

項目 内容 

集まれ！ ス

マサポまつり

の開催につい

て 

・９/10（水）午前にコーシャタワー佃の集会室で開催 

・地域見守り活動を行っている住民、JKK（東京都住宅供給公社）の協力が得られる 

・消費者生活センターのスマホ関係の出前講座、寄席とスマホ相談会を行う 

 

晴海地区のま

ち歩きマップ

作成について 

・バリアフリーマップ、ユニバーサルウオーキングマップを参考に次回協議体までに

各自で街歩きを行い、ベンチ、トイレ、交通量などを白地図に記入してくる 

・広報誌「となりぐみ」の特別号として発行する 

・持ち運びやすいように折りたためるようにする、メモ欄を付ける 

 

 

５ 今後の流れ 

  各地域の取り組み内容に基づき協議を進めていく。 

 【京橋地域】１０月 7日（火）に開催予定。 

 【日本橋地域】8月 5日（火）に開催予定。 

 【月島地域】8月 28日（金）に開催予定。 







7/15(火)

簡単レシピ食べながら学
べる

03-3523-9295 sasae@shakyo-chuo-city.jp
（中央区社会福祉協議会　ささえあい課）

お申込み・お問い合わせ
電話・メールにて、氏名・電話番号・お住まいの町名をお知らせください。
アレルギーや食べられない食材がある方は事前にお知らせください。

午後2時半～4時半 はまるーむ
日本橋浜町3-40-3

場所
多世代交流スペース

主催：支えあいのまちづくり協議体(日本橋)

対　象：概ね60歳以上の方
参加費：無料
定　員：15名 詳細はこちら

日時

おいしく健康！

申込み時にご提供いただいた個人情報は、本イベントのためにのみ使用し、その他の目的に
は使用いたしません。



[アクセス]
　   都営新宿線 浜町駅A2出口
徒歩5分
　   都営バス[錦11] 浜町2丁
目バス停 徒歩3分
　   江戸バス北循環 浜町敬老
館バス停 徒歩2分

会場

内容

講師

多世代交流スペース はまるーむ

駐輪所はありません。
自転車でのご来所は
ご遠慮ください。

管理栄養士による栄養講座
簡単アレンジレシピの紹介
簡単アレンジ料理の試食　他

社会福祉法人 長岡社会福祉協会
ケアサポートセンター十思/特別養護老人ホーム新橋さくらの園

中央区日本橋浜町3-40-3

結城 明美さん 管理栄養士




